
期 日  令和３年３月 １５日（月）、１６日（火） 

        １７日（水）、１９日（金） 

会 場  太田市新田商工会 新田金井町６０７ 

講 師  中小企業診断士 久保田義幸 先生 

申 込 方 法  本用紙をFAX下さい。0276-57-3536 

問い合わせ  0276-57-3535 太田市新田商工会 

申 込 期 日  令和3年3月１０日（水） 

そ の 他  申込後、日時が確定したらご連絡差し上げます。 

期  日 
時 間 

15:00～ 16:00～ 休憩 18:00～ 19:00～ 

１５日（月）     

１６日（火）     

１７日（水）     

１９日（金）     

 

事 業 所 名  電 話 番 号  

参加者名①  参加者名②  

無料 



＊持続化補助金とは  

 小規模事業者が経営計画を作成し、販路開拓の取組を行うための費用の 

 ３分の２（上限50万円）の補助金が使えます。 

＊事業の流れ 

＊主な補助対象例 
 ・機械装置等費 
  事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費 
  【対象となる経費例】 
   高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア、衛生向上や省

スペース化のためのショーケース、生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫、新たな
サービス提供のための製造・試作機械（特殊印刷プリンター、３Ｄプリンター含む）、販路開
拓等のための特定業務用ソフトウェア（精度の高い図面提案のための設計用３次元ＣＡＤソフ
ト、販促活動実施に役立てる顧客管理ソフト等）、自動車等車両のうち「減価償却資産の耐用
年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）」の「機械及び装置」区分に該当40する
もの（例：ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備）、（補助事業計画
の「Ⅰ．補助事業の内容」の「3. 業務効率化（生産性向上）の取組内容」に記載した場合に限
り）管理業務効率化のためのソフトウェア 

 ・広報費 
   パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払

われる経費 
  【対象となる経費例】 
   ウェブサイト作成や更新、チラシ・ＤＭ・カタログの外注や発送、新聞・雑誌・インターネッ

ト広告、看板作成・設置、試供品（販売用商品と明確に異なるものである場合のみ）、販促品
（商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ） 

 ・外注費 
   事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注（請負）するために支払われる経費（店舗の改装

等、自ら実行することが困難な業務に限ります。） 
  【対象となる経費例】 
   店舗改装・バリアフリー化工事、利用客向けトイレの改装工事、製造・生産強化のためのガ

ス・水道・排気工事、移動販売等を目的とした車の内装・改造工事、（補助事業計画の「Ⅰ．
補助事業の内容」の「3. 業務効率化（生産性向上）の取組内容」に記載した場合に限り）従
業員の作業導線改善のための従業員作業スペースの改装工事 

   （募集期間） 
 

 

 

 

 

 

   ☆詳しくは、商工会経営指導員にお問合せ下さい。 

 

   

公 募 開 始 ：２０２０年 ３月１０日（火）＜公募要領公表＞ 

申 請 受 付 開 始 ：２０２０年 ３月１３日（金） 

第５回受付締切 ：２０２１年 ６月 ４日（金）［郵送：締切日当日消印有効］ 

第６回受付締切 ：２０２１年１０月 １日（金）［郵送：締切日当日消印有効］ 

第７回受付締切 ：２０２２年 ２月 ４日（金）［郵送：締切日当日消印有効］ 


